
新 旧 対 照 表 

改正後 改正前 

高知県林内路網アップグレード事業費補助金交付要綱 

 

 

第１条～第 17条 （略） 

 

附 則 

 １ この要綱は、平成 24年６月 19日から施行し、平成 24年度の補助金から適用する。 

 ２ この要綱は、平成 29年５月 31日限り、その効力を失う。ただし、この要綱に基づき

交付された補助金については、第６条、第７条第２号から第４号まで、第 13条第２項及び

第３項並びに第 16条の規定は、同日以降もなおその効力を有する。 

附 則 

 １ この要綱は、平成 25年５月 29日から施行し、平成 25年度の補助金から適用する。 

附 則 

１ この要綱は、平成 26年６月 23日から施行し、平成 26年度の補助金から適用する。 

附 則 

１ この要綱は、平成 27年４月 17日から施行し、平成 27年度の補助金から適用する。 

附 則 

１ この要綱は、平成 28年４月 12日から施行し、平成 28年度の補助金から適用する。 

 

 

別表第１（第３条関係） 

（略） 

 

付表（コンクリート路面工の補助金額）                       （単位：円） 

幅員 
コンクリート路面工 １メートル当た

り 
補助金額計 

区分 
不陸整正 補足材 舗装用金網 補助金額 

2.5 
メート
ル 

有 

無 
無 4,200 4,200 ① 

有 5,400 5,400 ② 

有 
無 4,500 4,500 ③ 

有 5,700 5,700 ④ 

3.0 
メート
ル 

有 

無 
無 5,100 5,100 ⑤ 

有 6,500 6,500 ⑥ 

有 
無 5,500 5,500 ⑦ 

有 6,900 6,900 ⑧ 

 

 

 

高知県林内路網アップグレード事業費補助金交付要綱 

 

 

第１条～第 17条 （略） 

 

附 則 

 １ この要綱は、平成 24年６月 19日から施行し、平成 24年度の補助金から適用する。 

 ２ この要綱は、平成 28年５月 31日限り、その効力を失う。ただし、この要綱に基づき

交付された補助金については、第６条、第７条第２号から第４号まで、第 13条第２項及び

第３項並びに第 16条の規定は、同日以降もなおその効力を有する。 

附 則 

 １ この要綱は、平成 25年５月 29日から施行し、平成 25年度の補助金から適用する。 

附 則 

１ この要綱は、平成 26年６月 23日から施行し、平成 26年度の補助金から適用する。 

附 則 

１ この要綱は、平成 27年４月 17日から施行し、平成 27年度の補助金から適用する。 

 

 

 

 

別表第１（第３条関係） 

（略） 

 

付表（コンクリート路面工の補助金額）                       （単位：円） 

幅員 
コンクリート路面工 １メートル当た

り 
補助金額計 

区分 
不陸整正 補足材 舗装用金網 補助金額 

2.5 
メート
ル 

有 

無 
無 4,100 4,100 ① 

有 5,200 5,200 ② 

有 
無 4,400 4,400 ③ 

有 5,500 5,500 ④ 

3.0 
メート
ル 

有 

無 
無 4,900 4,900 ⑤ 

有 6,300 6,300 ⑥ 

有 
無 5,300 5,300 ⑦ 

有 6,600 6,600 ⑧ 

 

 

 



新 旧 対 照 表 

改正後 改正前 

 

別表第２ （略） 

 

別記 

第１号様式～第７号様式（略） 

 

 

別表第２ （略） 

 

別記 

第１号様式～第７号様式（略） 

 

 


